
市区町村市区町村

転出証明書を添えて、転入届を提出する引っ越し後転出届を提出し、転出証明書を受け取る引っ越し前

お問い合わせ：村民課 ☎９６６-１２０５

役場に来庁せずに手続きができます。

来庁せずに行える手続き
証明書の発行…コンビニ交付サービス、郵送請求
転出届の手続き…郵送申請、マイナポータル

　３月、４月は引っ越しに伴う手続きなどにより、役場の窓口が混雑することが予想されます。証
明書などのコンビニ交付や郵送による請求をご活用ください。

　マイナンバーカードをお持ちの方は、恩納村から恩納村外の市区町村
（国外を除く）へ引っ越しをするときの手続き（転出届）について、オンライ
ンで手続きを行うことができます。マイナンバーカードを利用してオンライ
ン申請を行うことで、役場窓口に行かなくても転出手続きができます。
※マイナポータルを通じて転出届の提出をした後は、別途、転入先市区町
　村の窓口で転入届などの手続きが必要です。

■マイナポータルからのオンラインでの転出手続き

　郵送により証明書などを申請することができます。交付までに時間がかか
る場合がありますので、日数に余裕をもって申請してください。

■郵送での請求、手続き

　マイナンバーカード（事前に登録した４ケタの暗証番号）を利用して、コンビニで証明書など
が取得できます。
 ・住民票の写し、印鑑登録証明書、所得課税証明書、課税（非課税）証明書、戸籍謄本・抄本、戸
　籍の附票の写し
利用時間　６：３０～２３：００（土日・祝日も可）

■コンビニ交付サービス

マイナポータル

郵便による
証明書の請求方法

住民票の異動届（転出届、転入届、転居届等）の手続き方法

●転入届の手続きは転入した日から１４日以内
●同一の市区町村内で転居する場合転居した日から１４日以内に転居届を提出

●マイナンバーカードをお持ちの方は必ずご持参ください。

　住所の異動がある方は、住民基本台帳法に基づき、転出・転入の手続きをする必要がありま
す。進学や就職などで転出された方は、原則、現在住んでいる寮・アパートなどが住所地になり
ます。
　国民健康保険及び国民年金の資格の確認や選挙人名簿への登録などにつながる大切な手
続きです。忘れずに手続きしましょう。

引っ越しの際は、住所の異動手続きを忘れずに！
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